
第
一
条
こ
の
会
は
佐
伯
史
談
会
と
称
し
、
主
と
し
て
佐
伯
地
域
の
地

方
史
な
ら
び
に
文
化
・
民
俗
等
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
、
会
員

の
教
養
を
高
め
、
地
域
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
こ
の
会
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う
。

１
会
誌
「
佐
伯
史
談
」
の
発
行

２
誹
演
会
・
講
習
会
・
現
地
研
修
会
等
の
主
催

３
史
跡
の
調
査
、
文
献
・
資
料
の
収
集

４
文
化
財
の
愛
護
顕
彰

５
其
の
他
必
要
と
思
わ
れ
る
事
業

第
三
条
こ
の
会
は
、
普
通
会
員
・
賛
助
会
員
・
会
友
及
び
顧
問
を
も
っ

て
組
織
す
る
。

１
普
通
会
員
本
会
の
主
旨
に
賛
同
し
年
間
定
額
の
会
費

を
負
担
す
る
者

２
賛
助
会
員
本
会
の
活
動
を
賛
助
す
る
者

３
会
友
本
会
の
活
動
を
支
援
す
る
個
人
ま
た
は
団

体
、
公
共
機
関
及
び
友
好
報
道
機
関

４
願
問
本
会
の
育
成
発
展
に
寄
与
貢
献
し
、
会
長

が
推
薦
し
た
者

佐
伯
史
談
会
規
約

（
平
成
八
年
二
月
改
定
）

（
平
成
十
七
年
十
一
月
改
定
）

１
会
長
一
名

付

則

２
副
会
長
二
名

３
会
計
一
名

４
会
計
監
査
二
名

以
上
の
役
員
は
総
会
（
拡
大
評
議
員
会
）
で
選
任
す
る
。

５
評
議
員
若
干
名

評
議
員
は
地
区
を
勘
案
し
て
会
長
が
委
嘱
し
、
う
ち
若

干
名
を
常
任
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
役
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
が
再
選
を
妨
げ
な
い
。

第
六
条
こ
の
会
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
次
の
委
員
会
を
置
く
。

委
員
は
会
長
が
委
嘱
す
る
。

総
務
・
研
修
・
事
業
・
編
集

第
七
条
こ
の
会
は
次
の
会
議
を
も
つ
。

１
総
会

２
常
任
評
議
員
会

３
委
員
会

第
八
条
こ
の
会
の
事
務
局
は
会
長
指
定
の
所
に
置
き
、
事
務
局
長
は

会
長
が
委
嘱
す
る
。

１
こ
の
規
約
は
平
成
八
年
二
月
四
日
よ
り
施
行
す
る
。

２
普
通
会
員
の
会
費
は
当
分
年
間
二
、
五
○
○
円
と
す
る
。

３
事
務
局
は
次
の
通
り
一
委
嘱
す
る
。

事
務
局
長
丁
田
健
太
郎

所
在
地
佐
伯
市
新
女
島
二
○
班
’
一

第
四
条
こ
の
会
に
次
の
役
員
を
お
く
。


